
こま武蔵台自治会組織規程 

第 1条   こま武蔵台自治会会則第５条の規定に基づく会長の権限に属する事務を分掌

させるための必要な組織を定めることを目的とする。 

第 2条   自治会に次の部を置く。 

安全対策部  環境衛生部  文化厚生部  広報部  体育部 

第 3条   部の分掌事務は次のとおりとする。 

安全対策部  防火、防災、交通安全及び街路灯の維持管理に関すること。 

環境衛生部  廃棄物の処理及び清掃等に関すること。 

文化厚生部  高齢者、青少年その他会員の健全な生活に関すること。 

広報部    広報の発行に関すること。 

体育部    会員相互の親睦を図りもって身体増進のための諸事業を行なう。 

第 4条   部には正副部長の他、各地区班長の中から部員を互選し、各部の担当部員を

決定する。 

    ２．班長は原則として各部の担当部員となるが、高齢等の理由により担当部員の辞

退申し出があった場合は当該地区で判断し、この職務を免れることが出来る。 

3. 部長は会長の承認を得て、一般会員の中から部員を推薦することができる。 

第 5条   地区長は、必要に応じて、班長会議を開催する。 

第6条 上記 3条のほか緊急又は時限的な事務を取り扱うため、対策委員会その他の

委員会を置くことができる。 
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